
※支給要件児童が就学しているか就労しているかは問
いません。なお、該当の児童が児童手当の受給者から監
護されていない場合や、児童が自身で独立して生計を営
んでいる場合は支給要件児童に該当となりません。

※大学生に限らず、22歳の年度末までの上の子につ
いて、保護者などの経済的負担がある場合の児童を
カウントの対象とします。
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令和6年度の現況届は、これまで通りの制度が適
用されるため、所得により支給額が特例給付とな
る場合や、手当が支給されなくなる場合がありま
す。手当が支給されなくなった場合は、令和6年
10月分からの手当を受給するために新たに申請
が必要となりますので、ご了承ください。

●令和４年６月分以降の児童手当等について、受給者の方の所得が所得上
　限限度額を超えたことで支給されなくなった方
●中学生以下の子を養育しておらず、高校生年代の子を養育している方
●新たに多子加算の算定対象となる18歳年度末以降22歳年度末まで（平
　成14年４月２日から平成18年４月１日までに生まれた）の子がいる方
●高校生年代の子が別居している方

●手続きが必要と思われる方へ準備が整い次第、案内通知を送付します。
　通知の内容をご確認の上、手続きを進めてください。

●令和６年９月頃～令和７年３月末

●高校生年代の子が施設に入所している場合は、入所児童の児童手当は従
来の制度と同様に施設が受給します。
●公務員の方は、勤務先での手続きとなります。詳細は各勤務先でご確認
ください。

令和６年度の現況届について

●
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